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研究成果の概要（和文）：本研究では、1984年に連邦最高裁によって示されたChevron法理を素材とし、行政機
関による制定法解釈に対する司法審査手法について分析を行い、また我が国における行政解釈の司法審査態度に
ついても整理を試みた。
具体的には、1984年以前における米国における司法審査態度の究明、Chevron法理の性質理解、敬譲的審査の根
拠論、我が国における行政解釈の現れ方の整理、行政解釈に対する司法審査態度について分析を行った。

研究成果の概要（英文）：This study mainly treats the Chevron deference which was indicated by the 
Supreme Court in Chevron v. Natural Resources Defense Council, 467 U.S. 837 (1984), and analyzes the
 method of judicial review against agency interpretation of statutes in U.S. and Japan.
In particular, this study clarifies how courts had reviewed agency interpretations before 1984 in U.
S., and analyzes the nature and rationale of the Chevron deference, the appearance of agency 
interpretations in Japan (especially focusing on difference of medium in which agencies show their 
interpretation), and the judicial review attitude against agency interpretation.

研究分野： 行政法
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
(1)本研究は、1984 年に米国連邦最高裁判所
が下した、いわゆる Chevron 判決（Chevron 
v. Natural Resources Defense Council, 467 
U.S. 837 (1984)）を主な研究素材とし、行政
機関による制定法解釈に対する司法審査態
度ないし審査密度を分析することにより、行
政機関に対し、これまで裁判所の専権とされ
てきた「法解釈」に関する行政裁量が認めら
れるか否かという困難な問題について一定
の結論を導き、その上で我が国の行政解釈に
対する司法審査論につき、示唆を得ようとす
るものである。 
(2)Chevron 判決は、一般に、行政機関による
制定法解釈（以下、「行政解釈」という。）に
対し、敬譲型の司法審査法理（以下、「Chevron
法理」という。）を定立したものとして認識
されており、具体的には、行政解釈を「2 段
階」に分けて審査するものと理解されている
（第 1 段階では議会意図の明確性を審査し、
明確でないとされれば、第 2 段階において行
政解釈の合理性を審査する。すなわち、第 2
段階では裁判所による始審的審査はなされ
ない。）。 
一方で、我が国に目を向けると、議会から

の委任を受けた法規命令に対する司法審査
においては、従前より一定の「行政裁量」が
認められると言明する最高裁判決も見受け
られるが、議会からの委任を受けていない行
政規則によって示された行政解釈に関して
は、一般的に、裁判所は始審的・全面的な審
査を行うものと解されており、かかる行政解
釈に対し「行政裁量」が認められる余地はな
いと解されている。以上のような両国の問題
状況に鑑みて、我が国においては、Chevron
法理自体の紹介はそれなりになされてきた
が、そこから更に進んで、比較法的に、我が
国における司法審査につき積極的な示唆を
与えるといった試みはなされていなかった。
本研究は、以上のような現状を背景に研究を
行うものである。 
 
２．研究の目的 
(1)Chevron 法理を巡っては、そこで示された
判例法理の内容や適用範囲等につき、米国に
おいても、なお議論は係属中である。そこで、
本研究においては、まず、米国における 1980
年代から現在に至るまでの議論や判例・裁判
例の変遷を追い、同法理の現状における全体
像を明らかにし、現時点における考察の到達
点を提示することを目指す。 
(2)次に、敬譲の根拠論との関係で重要な点で
あるが、米国においても、Marbury 判決以来、
「法律問題」は裁判所の専権とされてきたと
ころ、かかる大原則と Chevron 判決の関係性
について考察を加え、両者が矛盾なく両立し
得るのかという点に焦点を当てる。その上で、
Chevron 判決により、行政機関による制定法
解釈についても「行政裁量」が認められたと
考えられるのか、という困難な問題点につい

て、米国における議論を参考に、一定の結論
を示したいと考えている。 
(3)以上を前提に、我が国に目を向け、行政解
釈に対する司法審査が問題となった判決を、
主に最高裁判決を素材として収集し、事案の
性質との関係性に着目しながら、その判断の
傾向を分析し、上記のアプローチに係る推察
の実証を試みる。そして、両国の制度的な相
違点に注意を払いながら、上記 Chevron 判決
分析によって示された「一定の結論」から、
我が国に対して得られる示唆の有無及び内
容を具体的に提示することを目指す。 
 
３．研究の方法 
Chevron 判決の引用回数は、2011 年 2月時

点において、連邦裁判所における Chevron 判
決の引用回数は、10,720 回に上るとされ、他
の著名な諸判決のそれを凌駕している。そこ
で、これら全てを網羅的に分析することには
限界があるため、行政事件を多く取り扱う連
邦巡回区控訴裁判所及び連邦最高裁裁判所
の判例・裁判例を主な考査対象としてピック
アップすることとする。 
 また、国内で収集可能な資料については、
LexisNexis を用いたり、各大学図書館からの
取り寄せや、各資料室等における閲覧・謄写
を利用したりするなど、効果的に研究を遂行
していく予定である。 
 
４．研究成果 
(1)1984 年以前の米国における行政解釈に対
する司法審査について、敬譲型司法審査方式
と独立型司法審査方式が事案毎に（不規則的
に）採用されていたことを提示した。すなわ
ち、前者の代表例として、NLRB v. Hearst 
Publications, 322 U.S. 111 (1944)が、後
者の代表例として、Packard Motor Car Co. v. 
NLRB, 330 U.S. 485 (1947)が挙げられるが、
これらは同一の条文の文言（NLRA 上の「労働
者」概念）が問題となった事案であったにも
かかわらず、連邦最高裁は、事案ごとに、行
政解釈に敬譲を示したり、示さなかったりし
ていた（その傾向は、少なくとも 1980 年代
前半まで続く）。 
 こういった審査態度に対して、1984 年当時
第 1巡回区控訴裁判所判事（現連邦最高裁判
事）の Stephen Breyer は、裁判所が敬譲的
審査態度を示すのは、種々の「実際的要素
（practical facts）」から導かれる法的フィ
クションとしての“敬譲指示”の議会意図が
見出されるからであると指摘する。すなわち、
①行政機関が、当該法律問題の解決に用いう
るだけの特別の専門性を有しているか、②争
いとなっている特定の問題に対し、行政機関
と裁判所の何れがより適切な解決を為しう
るか、③当該問題が、例えば判例法や憲法問
題を孕むものか、あるいは単に「行政（agency 
administration）」に係る問題か、④当該法
律問題が重要なものか、⑤法律の文言の抽象
性の度合い、⑥当該法律問題の解決が当該法



領域に及ぼす影響の度合い、⑦行政機関の信
頼性、といった要素である。こういった要素
に照らして、裁判所が議会意図を推測するこ
とにより、審査密度を調整していた、という
のが Breyer の見解である。このような見解
を踏まえ、本研究では、1984 年前の米国にお
いては、裁判所がその価値判断を主体的に介
入させることによって、敬譲問題（deference 
question）を処理していたと結論付けた。 
(2)また、Breyer は明示的に提示していなか
ったが、その他敬譲問題について重要となる
点として、解釈媒体の違いがあり、その点を
提示した。すなわち、法的拘束力のない解釈
規則によって示された行政解釈の場合、
Skidmore v. Swift & Co., 323 U.S. 134 
(1944)判決が示した Skidmore 法理により、
当該解釈に説得力（power to persuade）が
あるかが事案ごとに判断される一方、法的拘
束力を有する立法規則によって示された解
釈の場合、連邦最高裁は伝統的に、規則が「専
断的、恣意的、裁量濫用、その他法に反する
場合」にのみ無効となる、と判断してきてお
り、事案ごとの取扱いではなく、一律的な取
扱いを行ってきたことを示した。 
 以上より、本研究では、行政機関が解釈規
則により解釈を示した場合には、Breyer の指
摘する「実際的要素」や Skidmore 判決が提
示した説得力の指標により裁判所によって
敬譲問題がケースバイケースに判断されて
いたのに対して、立法規則で解釈が示された
場合、裁判所は主体的判断を介することなく
敬譲的な審査手法を選択していたことを提
示した（そして、その際に裁量されていた審
査手法は、我が国における行政裁量の判断過
程審査に類似するものである）。 
(3)本研究では、次に、Chevron 法理の性質理
解について検討を加えた。Chevron 判決は、
上記「研究開始当初の背景」でも記載したと
おり、行政解釈を「2 段階」に分けて審査す
るものであり、第 1 段階では議会意図の明確
性を審査し、明確でないとされれば、第 2 段
階において行政解釈の合理性を審査するも
のである。そして、伝統的には、第 1 段階審
査は議会の「唯一的な意図」を探るものと理
解された結果、多くの場合当該審査で行政解
釈が否定されることはなく、第 2 段階では裁
判所による始審的審査はなされないため、
Chevron 法理は、行政解釈に対して一律的に
敬譲的な審査がなされることを提示した法
理、すなわち、それ以前のケースバイケース
アプローチを放棄した法理であると理解さ
れてきた。このような理解には当初より批判
もあったものの、同法理の確立した先例性は
今日においては否定できないものとなって
いることを提示した。 
 そして、同法理の性質理解としては、
Breyer と、同じく連邦最高裁判事であった
Antonin Scalia判事の見解を中心に分析を行
った。まず、Breyer は、一見、明確かつシン
プルな 2 段階審査を定立したと思われる

Chevron 判決も、結局のところ「黙示の委任」
を、裁判所が諸要素を考慮し「推測」した結
果として得られる「議会意図」に基づくもの
として認識すべきであり、同判決を単一的な
アプローチを採用したものとして捉えるべ
きではなく、1984 年以前と同様、裁判所によ
るケースバイケースアプローチを統合的に
表現したものに過ぎない、と評価した。 
 他方で、Scalia は、議会が自らによって明
示又は黙示に作り出した不明瞭な法律は、裁
判所ではなく行政機関によって解決される
べきと考えているとして、いわば敬譲にかか
る「議会意図」を一般的に「擬制」すべきと
した。このように、両者の Chevron 判決への
理解は大きく異なっていることを本研究で
は提示した。 
(4)次に、本研究では、Chevron 法理の理論的
根拠について検討を加えた。主要な説は、権
力分立説、議会意図説である。もっとも、前
者については、裁判所と政策判断との関係を
一律的に解する点、憲法上の原則を根拠とし
て用いている点、法律問題は裁判所の職分と
したMarbury判決（Marbury v. Madison, 5 U.S. 
137 (1987)）と整合しない点などから今日支
持は得られていない。そして、後者について
は、Breyer が主張するように裁判所によって
事案ごとに「推測」されるものであるのか、
Scalia が主張するように一律的に「擬制」さ
れるものであるかの違いはあるものの、今日
通説的な見解となっていることを提示した。 
その上で、同説でも問題となり得る

Marbury 判決との整合性については、Marbury
判決を限定的に読むことで解決可能である
ことを提示した。すなわち、同判決は、「裁
判所の職分」を提示するに当たり、執行府な
いし行政機関に課せられた「義務」の特定性
に着目し、法解釈権限を裁判所の職分とする
場合は、当該義務が特定の義務（specific 
duty）の場合に限られるとして、その他の場
合と慎重に区別しているのである。 
(5)本研究における米国の状況についての考
察は以上の通りとなっているが、本研究では、
我が国における状況の整理も行った。 
まず、行政機関が個別の案件に法律を適用

する際に裁量権を行使することが認められ
ている場合、その個別化の過程において解釈
が提示される（適用によって解釈を提示す
る）場合があることを指摘し、その集積とし
ての基準定立への解釈の投影の可能性を指
摘した。 
 その上で、まず、法規たる法規命令によっ
て解釈が示された場合について、先行研究で
ある正木宏長教授の指摘を紹介している。す
なわち正木は、法規命令で解釈が示されてい
る場合、裁判所による審査は①議会意図たる
委任の趣旨に反しているか、②明確に反して
いるとは言えない場合、合理性を有している
か、という Chevron 法理と同様の二段階審査
がなされていることを提示している。 
次に、本研究では、法規ではない行政規則



のうち、裁量基準と解釈基準で示された各解
釈に対する司法審査手法について考察を加
えた。結論として、我が国においては、法規
制を有しない行政規則の場合であっても、解
釈基準の場合は始審的な審査がケースバイ
ケースに行われており、他方で、裁量基準の
場合には、Chevron 法理（あるいは上記の法
規命令の場合）と同様に、①法の趣旨に反す
るか否かの審査、②次いで基準定立に係る合
理性の審査と二段階方式の審査がなされて
いることを提示した。 
以上により、我が国においても、法規命令

及び裁量基準において、Chevron 法理と同様
の審査が行われている可能性があり、その意
味で、同法理の参照可能性は否定されないこ
とを提示した。 
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